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→【p.9】 

耐震改修費補助金交付までの流れ 
一宮市が実施する「無料耐震診断」の結果に基づき、一定基準以上に耐震性を向上する耐震改修
工事に対し、補助金を交付します。ここでは、まず補助金交付までの大まかな流れについて説明し
ます。詳細については、それぞれの解説ページを参照してください。 

※    部分は、申請者側が行う手続きになります。 

①一宮市無料耐震診断の申込み 
市から委託を受けた耐震診断員（建築士）が現地調査を行い、耐震診断結果報告書を作成します。
その結果、判定値が1.0未満(簡易の場合は0.7未満)と診断された住宅が補助の対象になります。 

②耐震改修工事の補強計画（設計）を建築士に依頼 
建築士に耐震改修工事の補強計画（設計）を依頼します。このとき無料耐震診断時の診断員(建築
士)以外の建築士、また市外の建築士に依頼されても構いません。 
※市から特定の建築士（施工業者）を斡旋することはありません。 

③補助金交付申請 
補助金交付申請書類（耐震補強計画平面図、構造計算書、耐震補強工事費見積書等）を当該年度
の 12月 1５日までに提出してください。なお、補助申請の受付は先着順とし、予定戸数に達し
次第受付を打ち切ります。 

④補助金交付決定通知書の発行（申請から２～３週間後に） 
補助金交付申請書類の内容を審査し、適当と認めるときは「一宮市民間木造住宅耐震改修費補助
金交付決定通知書」を発行します。 
補助対象工事等の契約

．．
及び着手

．．
は、この「一宮市民間木造住宅耐震改修費補助金交付決定通知書」

交付日以降
．．．．．

に行ってください。 
申請前に契約・工事着手をすると、補助金を交付することができませんのでご注意ください。 

※工事を中止する場合は、『中止届』
の提出が必要です。



2 

→【p.13】 

→【p.20】 

→【p.22】 

⑤中間検査
中間検査の日時を事前に予約してください。工事の途中に市職員が現地に伺い、耐震補強工事が
適正に施工されているかを確認するための検査を行います。 

⑥耐震改修工事の完了及び完了実績報告 
耐震改修完了実績報告書類は、工事完了の日から30日以内 又は 当該年度の2月 10日（※休
庁日の場合は、直前開庁日）まで のいずれか早い期日までに提出をしてください。 

⑦補助金交付確定通知書の発行（完了報告から２～３週間後に） 
耐震改修完了実績報告書の内容を審査し、適当と認めるときは「一宮市民間木造住宅耐震改修費
補助金交付確定通知書」を発行します。 

⑧補助金交付請求 
「一宮市民間木造住宅耐震改修費補助金交付確定通知書」を受けた日から起算して１０日以内に、
「一宮市民間木造住宅耐震改修費補助金交付請求書」を提出してください。 

⑨補助金交付（口座振込） 
「一宮市民間木造住宅耐震改修費補助金交付請求書」を提出されてから２～３週間後に、申請者
から指定された口座に補助金を振込みます。  
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補助の対象 
補助金交付申請にあたり、補助の対象になる住宅、申請者、工事の条件や内容について説明します。 

補助対象住宅 
次のすべてに該当している住宅とします。なお①～③は「無料耐震診断」の申込み条件です。 

① 一宮市内にある木造住宅（在来軸組構法及び伝統構法の戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅
で、持家・貸家を問わない） 

② 昭和 56年 5月 31日以前に着工されたもの 
③ 階数が 2階建て以下のもの 
④ 一宮市が実施している「無料耐震診断」を受けて、その結果、判定値が 1.0 未満と診断された
もの（簡易耐震改修補助の場合は、判定値が 0.7未満と診断されたもの） 

⑤ 補助対象建築物の固定資産税を滞納していないこと 

①～⑤の中で、１つでも該当しないものがある住宅は対象外になります。 

【対象外の例】 
・木造以外の住宅（鉄骨造、鉄筋コンクリート造、木造と鉄骨造などとの混構造） 
・２×４工法、プレハブ工法 
・建物用途が住宅以外の建物（店舗、事務所、倉庫等） 

●「併用住宅」の場合は 
住宅以外の用途を兼ねる併用住宅の場合は、その住宅以外に供する部分（店舗、事務所など）の床
面積が延べ面積の2分の１未満であるものが、耐震診断・改修補助の対象となります。 

【対象】 【対象外】 
店舗・事務所など
の住宅部分が、延
べ面積の2分の１
以上のもの 

建物の用途が
店舗・事務所・
倉庫など 
住宅以外のもの
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●「昭和56年 5月 31日以前に着工されたもの」とは 
昭和 56年６月に建築基準法が改正され、耐震基準が強化されました。言い換えれば、この昭和 56
年 5月 31日以前に着工された建物は、現行の耐震基準に適合していません（「既存不適格※」と言
います）。平成 7年の阪神・淡路大震災で、犠牲者の約 8割が建物の倒壊によるもので、特に被害が
多かった建物は、昭和 56年５月 31日以前に着工された、いわゆる旧基準木造住宅であったことが
後の調査で明らかとなりました。したがって、この危険度の高い旧基準木造住宅を最優先に、耐震
診断・改修補助の対象としています。 

※「既存不適格」とは、違法建築や欠陥住宅という意味ではありません。そのまま使用していても法的には問題ありませんが、増築や建
替え等を行う際には、現行の法令に適合するよう建築しなければなりません。 

●同一敷地内に2棟以上住宅がある場合は 
同一敷地内に 2棟以上ある場合は、その建物の関係性により扱いが異なります。 

【ケース１】持家と借家では住宅としての生活機能はそれぞれで成り立ちます。このような独立関
係にあるものを“用途上可分”と言い、2 棟とも補助の対象になります。また借家を別敷地に複数棟
所有している大家による申請は、全ての借家が“用途上可分”なので、それぞれ補助の対象になりま
す。 
【ケース２】離れというのは、母屋がなければ生活機能が成り立ちません（離れにはキッチン・浴
室・トイレ等がありません）。このような付属関係にある住宅は、“用途上不可分”と言い、耐震診断
はいずれも対象ですが、耐震改修補助はいずれか１棟のみ対象になります。 

昭和56年 5月以前に着工された木造住宅 昭和56年6月以降に着工された木造住宅

【対象外】 【対象】 

持家 借家 母屋 
離れ 

用途上可分 用途上不可分 

【ケース１】 【ケース２】 

※建築基準法施行令第1条第 1項第一号による１敷地１建築物の考え方に基づいています。
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補助の申請者
補助の「申請者」とは、補助金の交付を受けることができる「補助対象者」のことです。 
申請者は次のすべてに該当している方とします。 

① 改修工事をする住宅の所有者※
②改修工事の契約者※
③同一敷地内の建物で、以前に耐震改修補助等の助成（補助金）を受けていない方 
④ 暴力団、暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でない方 

※補助申請の手続き上「住宅の所有者」＝「工事の契約者」＝「補助の申請者」が原則です。 
ただし、次の場合は別途書類を添付することで申請手続きが可能です。 

●工事の申請者（＝契約者）が、住宅所有者と異なる場合又は申請者以外にも所有者が存在する場合 
・家屋の所有者全員からの施工同意書（参考様式有）を添付してください。 

●家屋の所有者が亡くなっている場合 
・相続人代表として誓約書（参考様式有）を添付してください。 

●中古住宅を購入して改修工事をする場合
この場合、市では前所有者の名前で耐震診断の記録がされています。その後に購入したことを明ら
かにしていただくため、申請時に下記の書類を添付してください。 

・所有権移転登記が済んでいる    ⇒  建物の登記事項証明書（法務局で入手可） 
・所有権移転登記がまだされていない ⇒  売買契約書の写し 

※借家を耐震改修する場合の申請者は、大家でなければなりません。賃借人が補助申請をすること
は出来ませんので、注意が必要です。 

具体例 
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補助対象工事 
一宮市では耐震改修費補助制度が「耐震改修工事」と「簡易耐震改修工事」の２種類あります。下
表のように、工事内容（条件）によって補助金額や予定戸数などが異なります。どちらの補助制度
で申請するか選択してください。 

工事内容（条件）
補助金額(1戸あたりの限度額)

耐震診断の評点(現況) 耐震改修後の評点

耐震改修工事 判定値 1.0 未満
1.0 以上 

かつ ＋0.3以上 
１００万円 

簡易耐震改修工事 判定値 0.7 未満 0.7 以上 1.0 未満 ３０万円 

【ケース１】 

改修後の評点が 1.0 以上で、0.４0から＋0.9アップしています。 

【ケース２】 

現況が 0.7未満で、改修後の評点が 0.7 以上 1.0 未満です。 

【ケース３】 

   改修後の評点は 1.0 以上ですが、現況の 0.80 から＋0.3以上はアップしていません。 
    この場合、改修後の評点が 1.1 以上となれば、耐震改修工事（100万円補助）となります。 

0.40 ○耐震改修工事（100万円補助）
耐震診断の評点（現況） 

耐震診断の評点（現況） 

耐震診断の評点（現況） 

改修後の評点 

改修後の評点 

改修後の評点 

0.80 1.0 

1.20 

0.80 0.40 ○簡易耐震改修工事（30万円補助）

×条件に合いません（補助対象外）

具体例 
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●補助の対象になる工事とならない工事

リフォーム工事を兼ねる場合でも補助申請は可能です。その場合、申請手続き上見積りを耐震補強
工事費とリフォーム工事費に明確に区別してください。 
補助対象となるのは、耐震補強工事と耐震改修設計等です。 

そして補助対象となる        に対して、補助金額の算定をします【p.8『補助金額の算出』
参照】。 

※耐震補強工事のみを補助対象として申請することも可能です。 

●補強方法は次のいずれかで認められている工法を補助対象とします 
その他、p.13『工事における注意事項』、p.24『補強計画における注意』参照 

愛知県「改訂 愛知県木造住宅耐震診断マニュアル」によるもの 
一般財団法人日本建築防災協会「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」によるもの 
一般財団法人日本建築防災協会の技術評価を受けたもの 
愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の技術評価を受けたもの 

○【対象】 ×【対象外】 

⇒構造計算は、構造上一体として計算します
が、増築部分を補強しようとする場合、その
工事は対象外となります。 

《参考ウェブサイト》
一般財団法人日本建築防災協会 http://www.kenchiku-bosai.or.jp/ 
愛知建築地震災害軽減システム研究協議会 http://www.aichi-gensai.jp/index.html

⇒評点を 1.0 以上かつ
＋0.3 以上アップするために必要な工事 

（簡易耐震改修工事は 0.7 以上 1.0 未満） 

【例】 
 ・構造用合板や筋交い等による補強工事 
 ・屋根葺替え工事 
 ・基礎補強工事 など 

耐震補強工事

⇒耐震改修工事以外の工事

【例】 
・ユニットバス、キッチンの取替え工事 
・増築工事  など 

リフォーム工事 

昭和 56年 6月以降
増築部分の補強工事

…地震に強い家にする工事 …きれいにする工事 

耐震補強工事
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補助金額の算出 
補助金額を算定するにあたり、補助対象になる経費（以下「補助対象経費」という。）を分類する
必要があります。 

補助対象経費の分類 
見積書の作成にあたり、工事費を補助対象経費と補助対象外経費に分類してください。 

※1 判定値の加算に寄与する耐震補強工事費のみを補助対象として申請することも可能です。
※2屋根改修、劣化部位補修、及び減築工事は、性質上判定値の加算に寄与する工事ですが、判定値の加算と
ならない工事は対象外となります。また、延べ面積 1/2 以上の減築工事は補助の対象外となります。 

※3 耐震性能を向上させる工事に起因して発生する工事が対象です。また、復旧工事は既設同等使用の物見限
ります。

《分類のイメージ》

工事費
＜補助対象経費＞

耐震補強工事費※1

・木工事

・屋根改修工事※2
・劣化部位補修工事※2
・減築工事(2階建て 平屋など)※2
・内装工事※3
・外装工事※3
・解体撤去処分費※3
・設備復旧工事※3
・仮設工事※3  など

・基礎補強工事
・地盤改良工事

耐震改修設計費等※1
・耐震改修設計費、調査費、工事監理費

＜補助対象経費＞

＜補助対象外経費＞

補助対象外工事
・リフォーム工事
・増築工事
・昭和 56年 6月以降増築部分の補強工事 など

耐震改修工事
以外の工事費
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※１．各種様式はページＩＤ（1008146）からダウンロードできます。
※２. 固定資産税の納税証明書・家屋の資産証明書は資産税課（本庁舎）または尾西庁舎・木曽川庁舎の窓口課、各出張所にて発行して

おりますが、いずれも本人確認や委任状が必要な場合があります。詳しくは各窓口へお問い合わせください。 
   【資産税課  電話番号 0586-28-8966】 
   【尾西庁舎  電話番号 0586-85-8390】 
   【木曽川庁舎 電話番号 0586-84-0005】 

交付申請 
必要書類を当該年度の 12月 1５日までに直接担当窓口（住宅政策課対策グループ）に提出してくだ
さい。なお補助申請の受付は先着順とし、予定戸数に達し次第受付を打ち切ります。そして内容を
審査し、適当と認めるときは「一宮市民間木造住宅耐震改修費補助金交付決定通知書」を発行しま
す。 

必要書類
下記書類は 1部提出です。事前申込みや予約は受付けていません。下記書類が全て整った状態で受
付けます。 

図書の種類 摘 要
一宮市民間木造住宅耐震改修費補
助金交付申請書

様式第１。ウェブサイトからダウンロード可。※1 

民間木造住宅耐震改修事業計画書 様式第２。ウェブサイトからダウンロード可。※1 

確認通知書の写し 
①家屋の資産証明書※2、②建物登記事項証明書(法務局で取
得)でも可。

所有者の確認書類 
①家屋の資産証明書※2、②建物登記事項証明書 
上記の①②と兼用可。

委任状 
任意の様式。代理者によって申請手続きを行う場合に必要。
申請者の自署または記名・押印あり（コピーは不可）。 
（参考様式有）ウェブサイトからダウンロード可。※1

耐震診断結果報告書の写し 以前に市で行った無料耐震診断結果報告書の写し。
案内図 都市計画図（都市計画課で取得可）など。
改修平面図 補強箇所、補強方法などが明示されているもの。
その他補強方法を示す図書 補強方法の詳細が確認できるもの。認定書や評価シート等。

補強計算書 
Wee 以外の認定ソフトで補強計算をする場合は、そのソフ
トによる現況診断の計算書も必要。【p.26 参照】

Ｎ値計算書 
補強計算において接合部Ⅰを選択した場合に添付。 
【p.14 参照】

見積書の写し 
補強工事等とその他の部分を分けたもの【p.8 参照】 
※昭和56年6月以降に増築された部分の補強工事もその他
の部分となります。

前年度(令和 5年度)の 
固定資産税の納税証明書等※2 

当該改修工事をする家屋の納税証明書で、完納を証するも
の。非課税の方は固定資産課税台帳兼名寄帳の写しを添付。 

その他 申請手続き上必要に応じて提出をお願いする書類。
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申請書類作成上の注意
補助申請書類を作成するにあたり、特に以下のことに注意してください。 

申請者は適切ですか 
建物所有者と工事契約者が異なる場合は関係性がわかる書類が必要になります。 
【p.5『補助の申請者』参照】 

予定工期は適切ですか 
予定着手日は決定通知交付日以降（およそ見越して記入）、予定完了日は当該年度の 2月 10日
以内で記入してください。【p.1～2ページ『耐震改修費補助金交付までの流れ』参照】 

補助の条件に合っていますか 
耐震改修工事(100 万円補助)の場合は改修後の評点が 1.0以上かつ＋0.3 以上アップ、簡易耐
震改修工事(30 万円補助)の場合は 0.7以上 1.0 未満で計画されているか確認してください。 
【p.6『補助対象工事』参照】 

図面や計算書に建築士(設計者)の記名がありますか 
図面や補強計算書には、建築士である旨の表示・記名をしてください。コピーは不可。 

見積書の工事費は分類されていますか 
耐震補強工事費と耐震改修設計費、それ以外の工事費に分類したものを提出してください。【p.8
『補助対象経費の分類』参照】  また、見積書の宛名は申請者とし、施行業者の記名があるか
確認してください。 

修正液や修正テープで訂正していませんか 
訂正箇所が生じた場合、修正液や修正テープでの訂正は認められません。必ず 2重取り消し線
で訂正のうえ申請者/建築士（設計者）が署名をしてください。

確認通知書の写し等は添付されていますか  
確認通知書の写し（これに代わるものとして資産証明書や建物登記事項証明書でも可）が添付
されているか確認してください。 

補助金の交付決定通知書の発行 
補助金交付申請書類の内容を審査し、適当と認めるときは「一宮市民間木造住宅耐震改修費補助金
交付決定通知書」を発行します。なお審査期間は最短でもおよそ２～３週間を要します。 
そして補助対象工事の契約

．．
及び着手

・ ・
は、「一宮市民間木造住宅耐震改修費補助金交付決定通知書」交

付日以降に行ってください。 
申請前に契約・工事着手をすると、補助金を交付することができませんのでご注意ください。 
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中間検査 
工事の途中に市職員が現地に伺い、耐震補強工事が適正に施工されているかを確認するための検査
を行います。 

●検査を受けるタイミング ⇒ できるだけ早い段階で受けてください。
耐震改修工事は新築工事と異なり住みながらの工事が多く、補強箇所を順番に施工していくため、
検査時にすべてを確認することは困難です。したがって、検査は全箇所ではなく一部でも構いませ
んが、できるだけ早い段階（例 数箇所筋交い金物、仕口金物を取り付けた）で受けるようにして
ください。 

① 希望日の２,３日前までに担当(住宅政策課対策グループ 0586-85-7010)に電話で予約してく
ださい※。 

② 時間は９時～11時、14時 30～16時 30分で伺います。 
③ 検査はおよそ 30分前後で行います。 
④ 検査の箇所は主に補強箇所を対象としていますので、検査当日には施工状況が目視できるよう
にしてください（例 天井・床などは塞がない）。

⑤当日設計者は立会いをしてください。 

※都合により希望日時に検査を実施できない場合がありますのでご了承ください。 
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変更手続き 
都合により当初の申請内容から変更が生じた場合は、すみやかに担当窓口（住宅政策課対策グルー
プ）に相談してください。 

工事の計画に変更が生じた場合
●すみやかに計算書等をお持ちの上、住宅政策課担当者に相談してください。 
耐震改修工事は、既設を解体して補強工事をするために、既設の梁・基礎・筋交いなどが計画通り
に無いなど、計画の変更がやむを得ない場合が多々あります。 

変更申請 
●次のいずれかに該当する場合、『一宮市民間木造住宅耐震改修費補助金変更申請書』の提出が必要
です。 
①補助金の額の変更 
② 申請者の変更 

※いずれの場合も住宅政策課担当者に相談してください。 

必要書類 

図書の種類 摘 要
一宮市民間木造住宅耐震改修
費補助金変更申請書 様式第４。ウェブサイトからダウンロード可。※1 

その他 変更申請手続き上必要に応じて提出をお願いする書類。

工事の中止 
●申請者の何らかの理由により、工事の中止が決まった場合には、すみやかに『民間木造住宅耐震
改修中止届』を提出してください。 

必要書類 

図書の種類 摘 要

民間木造住宅耐震改修中止届 様式第６。ウェブサイトからダウンロード可。※1 

※1.各種様式はページＩＤ（1008146）からダウンロードできます。 
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工事における注意事項 
補強方法は多種多様ですが、規定通り施工されることが重要です。中間検査や完了報告時の工事写
真にて確認します。写真はすべての補強箇所について必ず撮影し、提出してください。 

工事における注意事項 

構造用合板 
●ＪＡＳの基準に合格した「構造用合板」に限ります（面材に用いる構造用合板とコンパネは異な
るので注意）。ＪＡＳ規格品であれば、合板の名称や特類などの類別が刻印されているので、施
工時に必ず確認し、刻印されている面を表にして施工してください。 

●厚さは 7.5mm以上（標準規格品 9.0mm以上） 
●屋外壁に使用する場合は特類に限られます。 
●釘はN50＠150ｍｍ以下で取り付けてください。 
●自動釘打ち機の打ち込み圧に注意し、合板の厚さ 3分の 1以上めり込まないよう施工してくだ
さい。 

●真壁造の場合、30mm×40mm以上の受材を釘N75＠300以下で柱及び横架材に取り付けてく
ださい。このとき柱及び横架材に打ち込まれる部分の釘の長さを確保するために、受材のサイ
ズに応じて、釘の種類を変更してください。 

筋交い 
●既設の筋交いを利用する場合、筋交い断面が補強計算どおりあるか確認してください。（例 補
強計算で予定していた 30×90 以上の断面がとれない場合、30×90 筋交いを入れ替える、若し
くは筋交いの耐力無しで再計算をするなどの検討をしてください。） 

●Ｎ値計算により仕口金物を計画している場合、筋交いの取り付け向きに注意してください。向き
によって計算結果が大きく異なります。 

●筋交い金物と仕口金物を兼ねることはできません。また仕口金物を筋交い金物として代用するこ
ともできません。筋交い断面に応じた筋交い端部専用の金物を必ず使用してください。 

●背割りがある面に筋交い金物を取り付ける場合、背割り部分にビス留めをしても効力が期待でき
ません。背割りの位置を変える（新設柱の場合）、あるいは金物の種類を変更してください 
（例 ボックス型からプレート型に変更する）。
●ビスは規定されているビスを、規定の本数施工してください。ビスが規定と異なる場合や、本数
が不足している場合は、規定の耐力を得ることはできませんので、筋交い金物なしでの再計算
が必要になります。 

【施工例】 
柱側 5 本 
横架材側 5 本 
筋交い側 7 本 
⇒規定のビスと規定の本数で施工 
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仕口金物（かど金物） 
●補強計算において「接合部Ⅰ」と評価している補強壁は、仕口金物を『平成 12年建設省告示第
1460 号に適合する仕様』にしなければなりません。 

●Ｎ値計算により仕口金物を計画している場合、補強計画（壁倍率の変更や筋交いの向きなど）を
変更すると、仕口金物も変更になる場合があります。その場合はＮ値計算を見直し、金物の耐
力が満たしているか必ず確認をしてください。 

●筋交い金物と同様に、規定されているビスを、規定の本数施工してください。 
●金物の取り付け向きに注意してください。金物は種類により柱側と横架材側で取り付け向きが決
まっています。また柱側と横架材側でビスの種類が異なる金物もあるので注意して施工してく
ださい。 

●背割りがある面に金物を取り付ける場合、背割り対応用のプレート金物を使用してください。対
応していない金物を取り付けると、ビスが背割り部分に掛ってしまい、金物の規定耐力を得る
ことができません。また背割りに対応していないコーナー金物を、背割りを避けて柱の隅に取
り付ける場合も、規定の耐力を得ることはできません。金物は原則柱の中央に取り付けてくだ
さい。 

●柱寸法 105mmと土台寸法 120ｍｍの段付きにプレート金物を取り付ける場合、そのまま取り
付けると釘やビスが浮いてしまうため、金物を曲げて施工しているケースがありますが、その
状態で柱に強い引き抜きがかかると釘やビスが抜けたり、金物が破壊される恐れがあるので、
金物を曲げての取り付けは認められません。その場合は、8mm～10mmほど土台を座彫りし
て取り付けるか、コーナー金物に替えて施工してください。 

●ほとんどの金物は、2個使いして耐力を満足させることはできません（例 20kN必要な箇所に
10kNの金物を 2個使って 20kNと耐力をみることは不可）。2個使いしても良い金物かどうか
確認して取り付けてください。 

【誤った取り付け方の一例】 

×2 個使って耐力を得ることはできません 

⇒コーナー金物ではなくプレート金物
にて施工してください。 

⇒背割りや筋交いなどのために、コーナー金物を
柱の中央に取り付けることが困難な場合は、プ
レート金物にて施工します。図のように柱の端
に取り付けても規定の耐力が得られません。 

⇒2個使いが可能な金物は耐力試験のデータが
あるものに限られます。 

背割り 

×背割りにビスが掛かっています ×中央からずらして端に取り付けてはいけません

背割り 
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基礎
●基礎の補強は、基礎全域にわたって実施することが望ましいですが、建物の状況等によりやむを
得ず部分的に補強を行う場合には、下記の条件を満たす補強がされている場合のみ、基礎の健
全度の評価を上げて耐力低減係数を選択してください。 

①耐力壁が壁線の隅に存在する場合、壁端部の柱から 1.8m以上の基礎が補強されている。 
②耐力壁が壁線の中に存在する場合、壁端部の柱から両端 0.9ｍ以上の基礎が補強されている。 

※参考 一般財団法人日本建築防災協会「2012 年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法資料編 p.124」。 

大臣認定品 
●ダイライトなどの大臣認定品は、その標準仕様等が決まっているため、その施工要領にしたがっ
て適切に施工してください。 

補強部分

評価対象となる耐力壁

1.8m以上

補強部分

評価対象となる耐力壁

0.9m以上 0.9m以上

①耐力壁が壁線の隅に存在する場合 ②耐力壁が壁線の中に存在する場合
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③

工事写真の撮り方 
民間木造住宅耐震改修完了実績報告書の提出時に、すべての補強箇所について写真提出が必要にな
ります。 

① 補強方法が同じでも、省略せずにすべての箇所について写真が必要です。 
② 施工前→施工中→施工後の経過が分かる写真が必要です。 
③ ピンボケしないように注意し、施工状況が明確に確認できるよう撮影してください。 
④ 平面図及び工事写真に撮影箇所が分かるよう番号等で整理してください。 
⑤ カラーで印刷してください。白黒ではビスの色など明確に確認できません。 
⑥ 写真の向きをできるだけ統一するようにしてください。 
⑦ できるだけ大きな写真で出力してください。 

具体例 

【改修平面図の例】

①

②

⑤

⑥

④

※平面図に撮影箇所が分かるよう番号等で整理してください。 
このとき番号等は、できるだけ補強壁１箇所につき１つとしてください。ただし、補強箇所
が連続する場合は、補強箇所をひとくくりとして番号等をつけてください。 
施工前・施工中・施工後、金物取り付け写真など、補強箇所ごとに写真を整理してください。
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【撮影例】 

※筋交い金物の取り付け状況が
分かるように撮影してください。

※構造用合板は、JAS規格品を使
用していることを示す「刻印」を
撮影してください。

①

①

①

※釘のピッチが適正かどうかス
ケールをあてた写真が必要です。 

※改修平面図の番号と
対応させます
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【その他撮影例】 

※仕口金物は、規定のビスを規定
の本数施工されているか確認で
きるよう撮影してください。 
また必要耐力以上の金物が適切
に取り付けられているか確認し
ます。 

※筋交い金物も、規定のビスを規
定の本数施工されているか確認
できるよう撮影してください。 
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※２つ割と３つ割の筋交いを両
方用いる場合は、注意して取り付
ける必要があります。寸法が確認
できる写真が必要です。 

※基礎補強がある場合は、配筋の
ピッチが適切かどうかスケール
をあてた写真が必要です。 

※現場に搬入した使用する金物
と専用のビスの写真です。 
金物のメーカー、名称、規定耐力
などを欄外に記入すると、改修平
面図やＮ値計算などとの整合が
明確になります。 
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耐震改修工事の完了実績報告 
補助対象工事が完了したときは、すみやかに民間木造住宅耐震改修完了実績報告書類を直接担当窓
口（住宅政策課対策グループ）に提出してください。そして内容を審査し、適当と認めるときは「一
宮市民間木造住宅耐震改修費補助金交付確定通知書」を発行します。 

必要書類 
下記書類は１部提出です。報告期限は工事完了日から 30 日以内又は当該年度の 2 月 10 日（※休
庁日の場合は直前開庁日）までのいずれか早い時期までとなります。なお、担当者の事前審査にお
ける訂正完了後に受付(完了報告日)となりますので、期限に余裕をもって提出してください。

図書の種類 摘 要

民間木造住宅耐震改修完了実績
報告書 様式第７。ウェブサイトからダウンロード可。※１ 

契約書の写し 
契約日及び着手日は補助金交付決定通知の交付日以降であるも
の。

請求書又は領収書の写し 
業者が発行したもの。 
申請時の見積書と請求書等が相違ある場合、見積書又は契約金
額の内訳書の添付が必要。

工事写真 
耐震改修工事の内容が全箇所明確に確認できるもの。 
【p.16～19『工事写真の撮り方』参照】

改修工事が民間木造住宅耐震改
修事業計画書に基づき施工され
たことを証する書面

任意の様式。建築士の記名があるもの。 
【参考様式有】ウェブサイトからダウンロード可。※1 

その他 
申請手続き上必要に応じて提出する書類。 
例 変更後の補強計算書、改修平面図など。

※1.各種様式はページＩＤ（1008146）からダウンロードできます。 



21 

完了実績報告書類作成上の注意
完了実績報告をするにあたり、特に以下のことに注意してください。 

契約書の契約日、着手日は適切ですか 
設計・工事の請負契約及び着手は、補助金交付決定通知書交付日以降に行ってください。その
ため、契約日及び着手日が通知書の交付日以降になっているか確認してください。 
【p.10『補助金の交付決定通知書の発行』参照】 

請求書又は領収書の写しは、契約金額と同じ額で作成されていますか 
契約金額及び申請時の見積書の金額と請求書等の金額に相違ある場合、契約金額又は見積書の
内訳書の添付が必要です。

申請時の見積り金額と相違がありませんか 
当初の申請時の見積り金額から、工事の変更で見積り金額が変更になった場合は、変更後の見
積書又は内訳書を提出してください。 

工事写真はすべての補強箇所について確認できますか 
補強方法が同じでも、省略せずにすべての補強箇所について施工状況が明確に確認できる写真
が必要です。【p.16～19『工事写真の撮り方』参照】 

工事の変更はありませんでしたか 
当初の申請内容から変更が生じた場合は、変更後の民間木造住宅耐震改修事業計画書(様式第２)、
補強計算書、改修平面図などを作成し、変更内容が分かるよう明示したものを提出してくださ
い。 

補助金の交付確定通知書の発行 
完了実績報告書類の内容を審査し、適当と認めるときは「一宮市民間木造住宅耐震改修費補助金交
付確定通知書」を発行します。 
なお審査期間はおよそ２～３週間を要します。 
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補助金の請求と交付 
「一宮市民間木造住宅耐震改修費補助金交付確定通知書」を受けた日から起算して１０日以内に、
「一宮市民間木造住宅耐震改修費補助金交付請求書」を直接担当窓口（住宅政策課対策グループ）
に提出してください。それからおよそ２～３週間後に、補助金が交付されます。 

補助金の請求
●「一宮市民間木造住宅耐震改修費補助金交付確定通知書」を受けた日から起算して１０日以内
に「一宮市民間木造住宅耐震改修費補助金交付請求書」を提出してください。

必要書類 

図書の種類 摘 要
一宮市民間木造住宅耐震改修
費補助金交付請求書 

様式第９。ウェブサイトからダウンロード可。※1 

※1.各種様式はページＩＤ（1008146）からダウンロードできます。 

補助金の交付 
●「一宮市民間木造住宅耐震改修費補助金交付請求書」を提出されてから２～３週間後に、申請者
から指定された口座に補助金を振込みます。  

※振込みが執行された旨の通知はありませんのでご了承ください。 
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補強計画の考え方 
補強後の耐震性をどの程度にするかという目標設定は、建築主と設計者でよく相談して決定してく
ださい。予算のこともありますが、できるだけ改修後の評点 1.0 ギリギリを目指すのではなく、あ
る程度余力のある計画をすることが望ましいです。 

●「評点を 1.0 以上にする」とは 
耐震診断を受けると、0.25 や 0.40 のように現状の耐震性の結果が点数で評価されます。この点数
は、現行の建築基準法で定められている最低限の耐震強度を 1.0としたときの比率で表しています。
この評点 1.0 は、震度で言えば「震度６強の地震で一応倒壊しない」強度の目安です。 
つまり耐震改修工事によって評点を 1.0 にすることとは、現行の耐震基準ぎりぎりの強さに相当す
るものと考えてください。 

●「倒壊しない」とは 
「一応倒壊しない」「倒壊しない」の“倒壊”を具体的に言えば、「命は助かる」という被害の程度を
示すものであり、大震災後も住み続けられる住宅かどうかを意味するものではありません。 

評点 判定
1.5 以上 倒壊しない
1.0 以上～1.5未満 一応倒壊しない
0.7 以上～1.0未満 倒壊する可能性がある
0.7 未満 倒壊する可能性が高い

評点 

低い 高い 
安全の度合い 

基準

大地震後も簡単な修理だけで 
住み続けられる家？ 

建て替えになってもいいから 
命だけは守れる家？ 
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補強計画における注意
補強計画をするにあたり、特に以下のことに注意してください。 
事前調査 
【p.27参照】 

●詳細な現地調査及び確認申請図面等により、耐震診断結果報告書を照合・
確認し、診断時には確認できなかった情報等不足している部分を再調査し
てください。そこで、耐震診断結果報告書と相違な箇所を確認した場合は、
改修設計者の方で現況の再診断を行い、その結果に基づいた改修計画を行
ってください。また改修平面図等にその旨コメントを記入し、現況再診断
書は申請時に添付してください。 
●無料耐震診断で使用している診断プログラムと、補強計算を行う診断プロ
グラムが異なる場合は、補強計算を行う診断プログラムで現況の再診断を
行い、その現況診断書を添付してください。

劣化度 ●劣化度を上げる場合は、その改善方法を明確にし、改修平面図等にその旨
コメントを記入してください。なお劣化の状況や内容によっては、構造体
に腐朽等影響が出ている場合もありますので注意してください。

基礎 ●浴室周りなどは、コンクリートブロック基礎である場合が多く、この基礎
の上の壁耐力は０として考慮してください。 
●耐震診断時に無筋のコンクリート基礎と診断された建物を、有筋コンクリ
ート基礎だと診断し直す場合、必ず鉄筋探知機等を用いて根拠となる写真
等の資料を添付してください。

建物の形・壁の配置 ●建物の重心位置と剛心位置をできるだけ近づけるように、バランスよく耐
力壁を配置してください。特に両端 1/4 以内の壁量を満足するように計画
すると評点が上がります。 
●Ｗeeで補強計算をする場合、建物は総２階と想定して必要耐力を算出して
いるため、２階の面積が１階に比べて小さい場合は、安全側の評価となり
ます。そのため精算法（各階の床面積を考慮した必要耐力の算出）により
必要耐力を低減して補強計算を行っても構いません。

筋交い・耐力壁 ●既設筋交いの有無の判断は確認申請時の平面図を参考にしますが、実際に
は当時の図面通りに筋交いが入っていない場合が多く見受けられます。し
たがって補強計算をする上で、何もしない（補強しない）箇所の既設筋交
いについては、確実に有ると判断した箇所についてのみ計算に入れること
が望ましいです。 
●片面に面材を重ね張りすることは認められません。これは釘の打ち込み長
さが所定より短くなり、規定の耐力を得ることができないためです。壁基
準耐力も合算できません。            【次ページに続く】
●床の間などにある間仕切壁として土壁の耐力を評価する場合は、土壁が梁
まで施工されていないことや、梁や基礎がないことがありますので、耐力
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評価には注意してください。また新設で梁を取り付ける場合は、必ず梁受
け金物や羽子板金物を使用してください。

その他 ●日本建築防災協会にて技術評価された材料を使用する場合は、技術評価書
の写し、評価番号の分かるパンフレット及び施工標準図を添付してくださ
い。 
●愛知建築地震災害軽減システム研究協議会にて評価された工法を使用する
場合は、評価シートの写し及び施工標準図を添付してください。 
●大臣認定の壁倍率の材料を使用する場合は、認定書の写し、認定番号の分
かるパンフレット及び施工標準図を添付してください。 
●施工者指定のある工法を使用する場合は、講習受講修了証等を添付してく
ださい。



26 

Ｈ１４～１７ Ｈ１８～２４ Ｈ２５ Ｈ２６～

我が家の耐震診断
Ｗｅｅ

Ｗｅｅ２０１２

耐震診断・改修プログラムの取扱い 
平成 24 年 6 月に『2012 年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法』が、一般財団法人日本建築防
災協会より発行されました（以下、「2012 改訂版」）。これに伴い、従来使用していた診断プログラ
ムWeeも、バージョンアップされた最新のWee(以下、「Wee2012」)を用いることになります。 

●そこで診断・改修業務を行うにあたり、本市での取り扱いについては下記のとおりとします。
＜無料耐震診断プログラムの遷移＞ 

平成 26年度からWee2012 に完全移行しました。 
（※令和4年度からはＷｅｅ2012の 2021年バージョンアップ版を併用します。）

Wee 

Wee2012 

・・・「2004年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」
に基づく診断プログラム

・・・「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」
に基づく診断プログラム

発行:財団法人日本建築防災協会 

発行:一般財団法人日本建築防災協会 

Ｒ4～

（2021 年 Version Ｕp 版を含む） 

②Ver.2.0.0 

2021 年バージョンアップ版 
Windows10・精算法対応 

①Ver.1.0.0 
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＜補助金申請時における診断方法について＞

補助金申請時に耐震診断結果報告書の写しの添付が必要ですが(p.11)、前述のように無料耐震診断
を受けた時期によって診断プログラムが異なります。これに伴い、改修計画に用いる補強計算プロ
グラムに合わせて、現況の再診断を行い、その再診断書を申請時に添付してください。 
【関連 p.26事前調査】 

＜Wee、Wee2012以外の認定ソフトの取扱いについて＞ 
補強計算を行う診断プログラムに、無料耐震診断で使用した診断プログラムとは異なる認定ソフト
(一般財団法人日本建築防災協会の木造住宅耐震診断プログラム評価を受けたもの)を用いる場合、現況
の再診断が必要です。補強計算を行う診断プログラムで現況の再診断を行い、補助金申請時にその
現況再診断書を添付してください。

我が家の耐震診断
(H14～17 に診断)

Wee
(H18～25 に診断)

Wee2012
(H25～に診断)

＜無料耐震診断＞ ＜補強計算＞ ＜現況再診断＞ 

Wee2012 

Wee2012 Wee2012 

Wee2012(任意) 

なお、上図についてWee またはWee2012以外の認定ソフト(一般財団法人日本建築防災協会の木造
住宅耐震診断プログラム評価を受けたもの)の使用については、それぞれ「2004 年改訂版 木造住宅
の耐震診断と補強方法」、「2012 年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に対応したものと読
み替えてください。



28 

一宮市民間木造住宅耐震改修費補助事業 
 耐震改修補助金申請マニュアル  2024 年度版 

編集・発行   2024年 4月 
一宮市建築部住宅政策課対策グループ 
Tel    0586-85-7010（ダイヤルイン） 
E-mail  jusei@city.ichinomiya.lg.jp
【ページＩＤ 1002208】                           


